






公認クラブ手続きのフローチャート

＊ＳＣ全国協議会に未登録のクラブを対象に、希望するクラブは所定の申請をすることで、（公財）
岡山県スポ-ツ協会公認クラブとし、助成金等の事業対象とします。本公認制度は、登録の有無に
関わらず可能な限り平等に県内クラブを支援するために新たに設けた制度です。なお、この公認制
度を活用するクラブは、数年後にＳＣ全国協議会に登録することを前提としております。

①認定クラブ申請案内　9月

②申請書類の提出　12月末締
＊活動助成金を希望する場合、同
時申請とする

③認定料の請求（2,000円）

データ送付メール：sc-okayama@okayama-taikyo.or.jp

〈②申請書類について〉　　＊総合型地域ＳＣ登録申請書類１）～９）の内下記の4つを提出
１）基礎情報書類（総合型クラブ概要等)
２）規約・会則・定款等
３）役員名簿
4）総合型クラブの評価指標を用いた自クラブの自己点検・評価の結果
5)設立趣意書・その他設立総会の開催に係る資料（新規創設クラブのみ提出）

⑥ＳＣ岡山協議会準加盟（自動）
＊ただし、議決権無し
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④認定料の入金

⑤認定証の発行
(4月～　1年間有効）

（認定初年度のみ 以後、変更があった場合に提出）


